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次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
市
民

全
体
で
支
え
る
こ
と
で
子
育
て
世
帯
の
経
済

的
負
担
を
軽
減
し
、
安
心
し
て
子
育
て
が
で

き
る
ま
ち
を
め
ざ
し
、
平
成
31
年
度
も
引
き

続
き
、
小
学
校
の
学
校
給
食
費
を
補
助
し
ま

す
。給

食
費
の
補
助
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が

必
要
で
す
の
で
、
締
切
ま
で
に
申
請
書
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
対
　
象
】

市
内
在
住
で
、
小
学
校
に
在
籍
す
る
児
童

の
保
護
者

次
の
場
合
は
補
助
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

○
就
学
援
助
費
・
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励

費
な
ど
を
受
給
し
て
い
る(

た
だ
し
、
特

別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
を
受
給
し
、
学

校
給
食
費
の
自
己
負
担
分
が
あ
る
場
合
を

除
く)

。

○
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
。

○
在
籍
す
る
小
学
校
に
お
い
て
学
校
給
食
の

提
供
を
受
け
て
い
な
い
。

○
学
校
給
食
費
を
滞
納
し
て
い
る
。

【
補
助
金
の
流
れ
】

○
市
立
小
学
校
の
場
合

学
校
給
食
費
の
実
費
分
を
市
か
ら
直
接
学

校
給
食
会
に
補
助
金
と
し
て
交
付
す
る
た

め
、
小
学
校
に
学
校
給
食
費
を
支
払
う
必
要

が
あ
り
ま
せ
ん
。

○
市
立
小
学
校
以
外
の
場
合

小
学
校
に
支
払
っ
た
学
校
給
食
費
分
を
、
補

助
金
と
し
て
保
護
者
に
交
付
し
ま
す
。
交
付
時

期
は
平
成
32
年
４
月
以
降
と
な
り
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

○
市
立
小
学
校
の
場
合

４
月
８
日(
月)

ま
で
に
在
籍
す
る
小
学
校

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
市
立
小
学
校
以
外
の
場
合

１
学
期
の
学
校
給
食
開
始
日
ま
で
に
左
記
担

当
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
在
籍

す
る
小
学
校
な
ど
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

場
合
は
、
学
校
ご
と
に
決
め
ら
れ
た
締
切
ま
で

に
、
各
学
校
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
な
ど
の
様
式
は
、
各
学
校
で
配
布

す
る
ほ
か
、
担
当
課
に
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

問
合
せ
・
提
出
先

す
こ
や
か
教
育
推
進
課
〈
本
庁
舎
５
階
〉

☎
６
５
―
８
６
０
６

■問
す
こ
や
か
教
育
推
進
課(�☎�
６
５
ー
８
６
０
６)

■問
高
齢
福
祉
介
護
課(�☎�
６
５
ー
７
７
８
９)

小
学
校
給
食
費
補
助
の
申
請
を
お
忘
れ
な
く

高
齢
者
が
寄
り
合
い
、
生
き
が
い
を
高
め

る
活
動
を
行
う
拠
点
と
な
る
「
よ
り
あ
い
ど

こ
ろ
」
の
整
備
・
運
営
を
支
援
し
ま
す
。

整
備
補
助

【
対
象
者
】

市
内
で
よ
り
あ
い
ど
こ
ろ
を
整
備
さ
れ
る

法
人
ま
た
は
団
体
　

【
対
象
経
費
】

拠
点
整
備
に
か
か
る
経
費(

施
設
ま
た
は

車
両
の
修
繕
料
・
施
設
ま
た
は
車
両
の
整
備

に
必
要
な
工
事
請
負
費
・
備
品
購
入
費)

【
補
助
率
・
限
度
額
】

補
助
率
　
　
　
１
／
２

補
助
限
度
額
　
１
５
０
万
円

補
助
下
限
額
　
20
万
円

運
営
補
助

【
対
象
者
】

市
内
で
よ
り
あ
い
ど
こ
ろ
を
運
営
さ
れ
る

法
人
ま
た
は
団
体

【
対
象
経
費
】

拠
点
運
営
に
か
か
る
経
費(

人
件
費
、
報

償
費
、
光
熱
水
費
、
消
耗
品
費
、
印
刷
製
本

費
、
燃
料
費
、
通
信
運
搬
費
、
保
険
料
、
手

数
料
等)

【
補
助
率
・
限
度
額
】

補
助
率
　
１
／
２

１
回
の
開
催
に
つ
き
上
限
５
，
０
０
０
円

１
週
あ
た
り
の
上
限
１
０
，
０
０
０
円
　

※
１
回
あ
た
り
の
65
歳
以
上
の
参
加
者
が
、

５
人
以
上
あ
る
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。

《
共
通
事
項
》

【
補
助
事
業
の
実
施
期
間
】

交
付
決
定
日
〜
平
成
32
年
３
月
31
日(

火)

【
募
集
期
間
】

４
月
15
日(

月)

〜
５
月
７
日(

火)

【
事
前
相
談
】

４
月
３
日(

水)

か
ら
事
前
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。
電
話
で
左
記
担
当
課
ま
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
他
】

○
申
請
書
は
、
直
接
左
記
担
当
課
ま
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
・
メ
ー
ル
で
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

○
交
付
対
象
者
は
、
５
月
開
催
予
定
の
審
査

会
で
決
定
し
ま
す
。

○
募
集
案
内
、
申
請
書
様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
・
提
出
先

高
齢
福
祉
介
護
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉

☎
６
５
―
７
７
８
９

高
齢
者
活
躍
よ
り
あ
い
ど
こ
ろ
事
業
を
支
援
し
ま
す

疾
病
の
早
期
発
見
お
よ
び
健
康
の
保
持
増

進
の
た
め
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
人
に

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

健
康
管
理
に
は
定
期
的
な
チ
ェ
ッ
ク
が
必

要
で
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

【
対
　
象
】

次
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
人

①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

②
４
月
１
日
現
在
40
歳
以
上
で
、
受
診
日
時

点
で
75
歳
未
満
の
人

③
世
帯
に
国
民
健
康
保
険
料
、
市
税
等
の
滞

納
が
な
い
人

④
市
の
保
健
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
す

る
人

※
今
年
度
に
０
次
健
診
お
よ
び
、
特
定
健
診

を
受
診
す
る
人
は
、
対
象
外
で
す
。

【
助
成
内
容
】

○
人
間
ド
ッ
ク(

日
帰
り
・
１
泊
・
脳
ド
ッ
ク
）
、

同
時
に
実
施
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
検
診

○
Ｊ
Ａ
ド
ッ
ク(

レ
デ
ィ
ー
ス
ド
ッ
ク
健
診
、

メ
ン
ズ
ド
ッ
ク
健
診
、
Ｊ
Ａ
ド
ッ
ク
健

診
）
、
各
Ｊ
Ａ
ド
ッ
ク
健
診
に
追
加
し
て
実

施
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査

【
助
成
額
】

受
診
費
用
の
１
／
２(

１
０
０
円
未
満
切
捨
て)

日
帰
り
は
上
限
２
万
円
、
宿
泊
を
伴
う
場
合

は
上
限
２
万
５
千
円

【
対
象
受
診
機
関
】

○
人
間
ド
ッ
ク

市
立
長
浜
病
院
、
長
浜
市
立
湖
北
病
院
、

長
浜
赤
十
字
病
院
、
彦
根
中
央
病
院
、
友

仁
山
崎
病
院
、
Ｋ
Ｋ
Ｃ
ウ
ェ
ル
ネ
ス
ひ
こ

ね
健
診
ク
リ
ニ
ッ
ク

○
Ｊ
Ａ
ド
ッ
ク

Ｊ
Ａ
レ
ー
ク
伊
吹
、
Ｊ
Ａ
北
び
わ
こ

【
受
付
期
間
】

４
月
１
日(

月)

〜
12
月
27
日(

金)

た
だ
し
、
定
員(

７
５
０
人)

に
達
し
次
第
、

受
付
を
終
了
し
ま
す
。

【
手
続
方
法
】

国
民
健
康
保
険
証
を
持
っ
て
、
左
記
担
当

課
ま
た
は
、
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
、
各

支
所
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
に
は
本
人
の
署
名
が
必
要
で
す
。

※
受
診
後
の
助
成
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。
必

ず
受
診
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

４
月
１
日(

月)

〜
５
日(

金)

は
、
担
当
課
窓

口
が
混
雑
す
る
た
め
、
長
時
間
お
待
ち
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

問
合
せ

保
険
医
療
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉

☎
６
５
―
６
５
１
２

■問
保
険
医
療
課(�☎�
６
５
ー
６
５
１
２)
■問
税
務
課(�☎�
６
５
ー
６
５
０
８)

国
保
人
間
ド
ッ
ク
助
成
申
請
を
受
付
し
ま
す

口
座
振
替
は
、
納
付
期
日
に
指
定
さ
れ
た

口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ
る
た

め
、
納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、

金
融
機
関
な
ど
の
窓
口
に
行
く
手
間
も
省

け
、
大
変
便
利
で
す
。

新
し
い
年
度
か
ら
、
口
座
振
替
で
の
納
付

を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

対
象
と
な
る
市
税
や
保
険
料
な
ど

市
税(

固
定
資
産
税
・
市
県
民
税
・
軽
自

動
車
税
）、国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
保
育
所
保
育

料
、
幼
稚
園
保
育
料
、

※
各
保
険
料
は
普
通
徴
収
の
み
対
象
で
す
。

取
扱
金
融
機
関

滋
賀
銀
行
、
長
浜
信
用
金
庫
、
大
垣
共
立

銀
行
、
関
西
み
ら
い
銀
行
、
京
都
銀
行
、
レ

ー
ク
伊
吹
農
協
、
北
び
わ
こ
農
協
、
滋
賀
県

信
用
組
合
、
近
畿
労
働
金
庫
、
滋
賀
県
民
信

用
組
合
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行(

郵
便
局)

申
込
手
続

「
口
座
振
替
依
頼
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、「
口
座
届
出
印
」
を
押
印
し
て
、
金
融
機

関
窓
口
も
し
く
は
市
役
所(

各
担
当
課
・
北
部

振
興
局
・
各
支
所)

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
お
近
く
の
郵
便
局
の
窓
口
へ
直
接
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

※
「
口
座
振
替
依
頼
書
」は
、
市
内
の
取
扱
金
融

機
関
窓
口
お
よ
び
市
役
所
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す(

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で

は
利
用
で
き
ま
せ
ん)

。

問
合
せ

○
市
税
、
国
民
健
康
保
険
料

税
務
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉
　

☎
６
５
―
６
５
０
８

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

保
険
医
療
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉
　

☎
６
５
―
６
５
２
７

○
介
護
保
険
料

高
齢
福
祉
介
護
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉

☎
６
５
―
７
７
８
９

○
保
育
所
保
育
料
、
幼
稚
園
保
育
料

幼
児
課
〈
本
庁
舎
５
階
〉

☎
６
５
―
８
６
０
７

納
付
に
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
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